
タ イ の 奴 隷 制 に 関 す る覚 え書

石 井

ま え が き

タイの旧社会は,出自または職業によって,

公的 ･私的権利の享有に明瞭な差のある,二

つの社会集団に分かれていた.1) このうち｣･_
2/q

層の集団は pllu-di(FJ5)),下層の集団は phraiy4
(局 )と呼ばれる｡ phu-diは, そのなかに

i,,
chaonai(Eや1u7EJ)とkhunhang(6uuulヾ)の

†

2層を含む｡前者は王族であって,国王との

血縁上の親疎,生母の身分などによって,さ

らに5階級に細分される｡王族の階級は,也

代を経るにしたがって下降し, 5代をもって

王族たる身分を失うO こC/)制度は,一夫多妻

制 の王族身分層の過度の膨脹を抑制する作m
をもっていたものといえよう｡後者,すなわ

屯ノー{
ち khunnang層は,bandasak(iJ汀 即 行n67)

と呼ばれる一種の爵位によって,整然 と階級

付けられた官僚群である｡ khunnangのも

つ爵位は,その官職と相即不離の関係をもつ｡

したがって,官職にある者の一身に属するも

のであり,世襲されることはない｡Chaonai･

khunnangの 2層によって構成される phu-

di階級が,旧制度下におけるタイの支配層で

あった｡

被支配層 であった phraiは, それが享受

できる 自由 の 多寡 にしたがって,｢自由民｣

(ratsadonr7野 thai晶)と･r不 摘 民｣
(that7り7甜)の2層に区分される｡ ｢自由民｣

と言 っても,17世紀において年間 6カ月,19

米 雄

柑紀に入って,軽減措置がとられた後でさえ,

年間 3カ月という莫大な賦役義務を諜せ られ

ていたのであって,その身分は,はなはだ し

く奴隷的であった. ｢自由民｣に課 されたIi武

役義務は,munnai3J純 7fJと呼ばれる在郷の
y

下級役人の課す経絡によって加重され,人民

は苛酷な生活が強いられていたO農民たちが,

lj]地を捨て,森林の申-逃散 して,過重な課

役の軽減を官に訴えた記録も,年代記に見え

ている｡2'また,有力な pllu-diの私民 (phrai

som 7W;紺 ) となって, その庇護下に入る

こと,さらには,自由民より課役負担の軽い

奴隷に身を落 とすことが しばしばであったこ

とも,布告などの内容から知ることができる｡

19世紀中葉に渡タイした,欧米人観察者によ

って,全人HOj3iに達すると報告 された ｢本

自由民｣の大群は,のちに至って奴隷廃止の

措置がとられるにいたるまで,減少のきざし

を示 さなかったのであるO

筆者は,1966年 5月から1967年の4月にか

けてタイに派遣 され,東南アジア研究センタ

～,タイ ･ビルマ調査計画の一環として,主

としてバ ンコクの国立図書館および田立文書

館所蔵の根本史料を利用 して,賦役労働制の

解体に関する研究を行なったが,本稿は,そ

の準備の一環 として同研究 と密接に関連する

タイCj)奴隷制の taxonomieを目指 して執筆

されたものである｡
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Ⅰ アユタヤ期以前

タイ国に関する,17世紀以来の欧米人の記

録は,一致 して｢奴隷｣(Slaves,lesesclaves,

dieSklaven)の存在に言及 している｡3) これ
2ノ

はタイ語で that(yn甜)または kha(6u7)と

呼ばれる,一群の複合的な不 自由民の階層を

指す｡ thatがいつタイ族社会に発生 したか,

という問題については,今日2説が分かれて

対立 している｡すなわち,ダムロン親王 とか

れの後継者であるタイ人歴史家は,すべて,

奴隷制はクメール族の制度であって,スコー

タイには奴隷は存在せず,クメールの影響の

濃厚なアユタヤ朝に至って,はじめてタイ族

の社会に導入 された,との説をとっている｡4)

W.A.良.WoodもA historyofSiam(1924)

の中 で,このダムロン親王の見解と同一の立

場をとっている｡

これ に対 しフランスの法 制史家 Robert

Lingatは,1292年のラーマ ･カム- ン王刻

文に,kha(奴隷)が, 家畜とならんで財産

のひとつに数えられていることなどの理由か

ら,ダムロン親王の説を批判 し,スコータイ

にも奴隷は存在 したと主張 している｡

しかしなが ら両者の相違は,きわめて限ら

れた史料の解釈の違いによるものであり,結

論は新史料の発掘,近隣諸民族 との比較など

今後の研究にまつべき点が多 くのこされてい

る｡

Ⅲ 三 印 法 典

アユタヤ時代 (1350-1767)にはい ると,

史料の状況はやや好転する｡ しかしこの時代

に作成 された写本は,1767年の,ビルマ軍に

よるアユタヤ攻撃の際,その大半が焼失ない

し散逸 してしまっており,現在に伝わってい

るのはきわめてわずかにすぎないので史料と

しては,(1)17世紀の欧文資料と,(2)ラタナコ

-シン朝の初期に作成 されたタイ語写本-1と

くに法典-が中心となろう｡なかでも1805年

602

第 5巻 第3号

に成立 した ｢三印法典｣は, タイ0)奴隷制考

察上 もっとも重要な文献である ｢奴隷法｣そ

の他の法制史料を含んでいるので,奴隷制に

ついてのべるに先立ち,まず ｢三印法典｣の

史料価値の検討をおこなっておきたい｡

1. ｢三 印 法 典｣とは Kotmaitra sam

duangn9m3J7日那 7a73J銅 Jの訳であって, ラ

ーマ 1世王の勅命により,1805年に編修され

た法典を指す｡正本 chabapluang(i前 Jm討つJ)

として作成されたsamutthaikhao甜3J諭 臼6u7つ
?

(白地のタイ式横型折本)の各帖の 2ページ

目に, 3個の朱印5) が押捺されていることか

ら, ｢三印法典｣と通称 されている｡

その序文の 末尾 に, ｢書記に命 じ, 墨を

もって 3部 の写 本 を作 り, hongkhruang
乙ノ くy

(門別 LF75'が) に 1部, holuang (閃か粥∂つヾ)に

1部,samluangsamraplukkhun (何1討抑∂

?面 前 LI∂m /u)に 1部をそれぞれ保管せ しめ
U †

た｣とあることによって,われわれは ｢三印
q_′

法典｣正本 (chabap luangi)uu粥∂つJ) の原

位置を知ることができる｡ しか しながらこれ

らはその後なんらかの理由で散逸 して しまっ

た｡

1908年 偶然のことから, laksana wiwat
q･/ q q/
∂niytu./tJ?つ7nl帖と,1aksanalakpha討∩抄f7J.JqJ

晶 n71帖の計 2帖が発見 され, これを契機

として各所で発見が相次ぎ,翌1909年までに

79帖が回収された｡その結果,正本はそれぞれ

41帖より成 るものが 3部作成されたことがあ
q_ノ

きらかになったが,1aksanathat∂∩抄tuuQJm打
qノq6'

と phromasakyv5'3J何∩戸)の正本 は, 今 日に

いたるまで発見 されていない｡

その後, ｢三印｣を欠 く以外は,本の寸法,

書体から通巻番号にいたるまでことごとく一

致する第 4番目の写本が発見された｡ これは

chabaprongsongOuiTl那附 せ(副本) と呼

ばれる｡この副本は,おそらく正本の写字牡
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らと同一のグループの筆になるものと推定 さ

れている｡今 日までに発見されたかぎりの副

本は不完全であるが, 既発見分の 叫 こ, 正

本では見ることのできない laksanathatと

phrommasak を含んでいるため, その発見

がきわめて市大な意味をもつことになった｡

すなわちこの結果,三印法典の textがほぼ

完全な形で回復されたのである｡6)

2. ｢三印法典｣は プ 三蔵の 結集をおこな

って,仏教教団再建の基礎をきずいたラーマ

1仲王が,法律を整備 して,俗界の秩序の回

復をはかろうという実践的目的をもって編修

されたものである｡ 序文の記述によれば,こ

の法典は, 書記, 法官, 学者 計11名より成

る編修委員会が,まず当時伝承 されていた法

典を底本 とし,その重復部分を削 り,誤 りを

正 し,項 目別に分類整理 して山来上がったも

のを,つぎに国王 日身が, ｢将来この国を統

治すべき国王の利益 となるよう,不 自然な部

分を道理にかなうように 改め 品 LL/aJ7品∂u

lnuu露甜13J)｣ て成立 したものである｡したが
7

って, ｢三印法典｣ と,そ0)成 ;T.の基礎 とな

ったところの舌法典 との問には,多かれ少な

かれ異同があるものと考 えなければならない｡

各 laksanaにのこされている巨用 -は,Urtext

成_lTLの時期を示すものであるかも知れないが,

それ以上のものではないことを,利用にあた

っては注意 しなければならない｡

｢三印法典｣の Urtextが 現存 して いない

u L 両者を照合 してその異同を明らかにす

ることは不LIJ-BEであるが,作業開始か ら原稿

完了までに費 した時間が 8カ月に足 りないこ

と,nD那 露 um 品 (36条律),附 紺 懲utyty列

も ノ QJq

r
(勅令),yvFgF7Wno7拙 机∩l(旧令),附 缶JIWrlD7

閃踊 7粥3Jr(新令)など, 事項別に整理 されて

いないままの雑令が,後半にかたまって現わ

れていることなどの事実は,編修作業がかな

り急がれたものであることを推定させる｡ こ

のことは, Urtextに加えられた 変更け人き

さを自ら制限する条件であると見 られよう｡

さらに慣例 prapheiすなわち適法 yutti-

tham と考えるタイ人の通念よりすjlば, ラ

ーマ 11日二王にとっては,回復に価する苦 口の

栄光であるべ きアユタヤ諸王の制定 した法典

荏,根本から退けたとは考えられず,その姿

勢はあ くまでも古法の復原,後人の 手による

不当な改ざん部分の復旧にあったと見 るべき

であろう｡ したがって,その成立はラタナコ

-シン期に入 ってからのことであるとは言え,

注意深 くこれを利用するならば,かたりC/)程

度にまで,アユタヤ法の大綱に接近すること

が可能であると考えられる｡7)

Ⅲ 奴隷の伝統的区分

1. アユタヤ時代の奴隷制にかん しては,

NicolasGervaise (1688),De la Loubere

(1693)8)など,同時代の外国 人旅行者の記録

によって,その大要を知 ることができる｡ し

か し,より体系的な知見を得ようとすれば,

現在のところ三印法典以上の質料を見出すこ

とはできない｡ 申で も ｢奴隷法｣ (Phraaya-

kanthat附 &歳 mFm 9) は,奴隷制度の研

究上,もっとも重要な文献といえよう｡

2. ｢奴隷法｣は, たがいに 独立 したつぎ

の四つの部分を含む｡すなわち,

(a) 1359年末年 (1547A.D.)の層

O)) 1387年亥年 (1575A.D.)の層

(C) 1557年丑年 (1745A.D.)の層

(d) 1262年亥年 (1455A.D.)の層 10)

(a)に先立つところの前文は,｢ここに sinthai

奴隷,男女の捕虜奴隷などにかんする訴訟の

原因について述べよう｣ という文にはじまるC

これに続いて｢使 うことのできる 7種の奴隷｣

と ｢使 うことのできない6種の奴隷｣につい

ての解説が,パー リ語原文の語釈の形式をと

って行なわれている｡ このうちの ｢使 うこと

のできる 7種の奴隷｣は伝統的な奴隷の分類
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として基本的な重要性をもつものであって,

a層の冒頭で もふたたび繰 り返されている｡

そこでまず この両者を比較 しなが ら,伝統的

＼ パ ー リ 貢吾

第 5巻 第 2号

な奴隷の分類を検討 してみよう｡以下にその

原文を対照 してかかげる｡

前 文 a 層

ち q

別uu つnLuyつ7

!晶 Ii.･･.....lI

ll
1/

3J7列1uVn 可耶7甜∩7

4 ≡ 77quunlや

()!]DH'I:77寸

n列Vlnl可

石野7関内7可7m田口7

?i-Ii+晶 Ji,'J.).i･.:TzJLJ:I

I:i"Jijl･':i晶<･:-:EJlJ･:Jt･′

m抄7蒜3Jl"m'ur/7u競壷 13J7u那

7･IIUjJ'i]'I.'li-
1.I

～;･.II.･.J-Li･ll;i).･;･1.rJ.]烏 ..I.;/丁さ;.7日,･

.･11;I,.iIIDL:;I.:lidl･,.l･..ll,i-(lr,I..d

lH諭 l}.iLlこ′I;了-::).l･li1..･,I;JLLj-I

比叩J

言･IJI.:i..:I:ノアLi,･lPi:,･::).言右目

I
山um沙甘q/cJはu

競蒜u70'

Punm諭 7品 uL,晶

my7品 1um'uq那1nu577

m抄n'7u7mL'

什IHL.;j･).,･信;ij..}･･LrJ.IEh!):"･.･7;州 J

,711JJぶJ)i;Ll.晶 :事､

汀晶 J晶 ,JJ･,読.LIE,I,中 uこ

m LTIJ7品 )こJLこLuu

(1) sinthai奴隷｡前文では ｢財貨をもって

回磨 した奴隷｣ とあるが, a層は ｢財貨を

もって｣という文言を欠 く｡また奴隷を指

す語 として前文では thatmyがあて られ
乙ノ

ているのに対 して, a層では kha9日 が用

いられている点が異なる｡

(2) ｢金主の家において出生 した,奴隷の子｣｡

両者の文言はまった く identicalである｡

(3) ｢父母に由来する奴隷｣｡前文では父母の

｢側から｣ となっている点が異なる｡11)

(4) ｢贈与 された奴隷｣｡前文では ｢贈与者を

もつ奴隷｣, a層では ｢第 3着により贈与

された奴隷｣ となっている｡

(5) ｢罪に定め られた者を苦 しみか ら救 う(罪

を購 う) ことによって得た奴隷｣O前っimT77
† †

∩6u:前っ罰 というわずかな違いの ほかは両

者はまった く一致する｡いわゆる ｢司法奴

隷｣である｡ (後述 viii参照)

(6) 前文では ｢米価が騰貴 した時,扶養 して

604

奴隷 とした者｣ とあるのが, a層では ｢飢

鐙の時｣ となっている点が異なる｡

(7) ｢捕虜奴隷｣｡前文は ｢軍旗をなびかせて

出陣 し,捕虜奴隷 として得た者｣とやや冗

長であるが, a層は ｢捕虜 として得た奴隷｣

と簡潔に表現 している｡

以上の比較によって, ｢使 うことのできる

7種の奴隷｣は,多少の表現上の差をのぞけ

ば,前文, a層 とも互いにほとんど一致 し,

つぎの通 りであることが明 らかとなった｡す

なわち,

(I) sinthai奴隷

(2) 奴隷の子

(3) 父母より相続 した奴隷

(4) 贈与 された奴隷

(5) 飢僅奴隷

(7) 捕虜奴隷

3. ｢三印法典｣の Urtextあるいは,同法

典編修の当時,すでに失われていた古法典の
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中 に,上述 した 7種類の奴隷のそれぞれにつ

いて,別別の規定が定められていたかどうか

については推測の域を出ないが, ｢奴隷法｣

212)の冒頭にある ｢まず sinthai奴隷から

述べよう (傍点筆者)｣という1節は, 7種

類の奴隷のうち,少な くとも二種類以上の奴

隷にかんする法律が存在 していたことを示唆

しているものと言えよう｡小暦1167年 (1805

A.D.)の口付をもつ ｢勅令｣(phraratcha-

banyat附 彰m l毎tyTa)22に, ｢捕虜 奴隷律
(Phraratchakammot phraayakan laksana

thatchaloeiyvl甜 1町ncl約 57附 yu7紬 ∩7訂前 yE7J

myW彰L紺)を考正 (chamra前 古)し賜えり｣

という文言のあるところから,少な くとも｢捕

虜奴隷｣にかんする規定が もうけられていた

ことはほぼ確実であろう｡

しか しながら ｢三印法典｣所収の｢奴隷法｣

は,上述 した(a),佃),(C),(d)の各層のいずれ

をとって も, ことごとく sinthai奴隷のみ

の規定に終始 している｡ この理由としては,

｢三印法典｣成立の頃までに,奴隷の均一化

が進行 し,実質的には すべて sinthai奴隷

と同様の取扱いをうけるようになったことが

原因ではないかと思われる｡13) そ こで,まず,

タイの奴隷制の中核を なす sinthai奴隷に

ついて ｢奴隷法｣の内容に即 しなが ら検討 し

た い｡

Ⅳ Sintllai奴隷

1. 本稿で ｢sin thai奴隷｣とは, that

sinthai777評言u裾を指す｡thatsinthaiは,

ふつう｢売買奴隷｣と訳される｡ 14)しか し,よ

りタイ語に 即 して見 るならば, thaiとは,

｢債務者が,債権者に対 し債務の弁済をおこ

なって,債権者の下にある担保物権を請け戻

す｣ ことであり15),sinthaiとは,｢(担保物

件の請け戻 しに際 し)債権者に支払われるべ

き金銭債務｣を意味する｡16) したがって ｢回

腰奴隷｣,｢負債奴隷｣ と訳すことも可 能であ

るが, ここでは原語をそのまま片巨､て ｢sin

thai奴隷｣ と呼ぶ ことにしたい｡

｢sinthai奴隷｣にかん しては, ｢奴隷法｣

2に,三つの ｢月軌 ､｣の方式について定義が

なされている｡ これは ｢sinthai奴隷｣に一)

いての明文の規定 として基本的重要性をもつ

ので,以下に全文を訳Ili']しておこうO

『phrathammasatにもとづき, 3種類の奴

隷の腰いについて述べよう｡

ひとつ,身価 (の最高額)以下での煩い｡

ひとつ,身価 (の最高額)での煩い.｡

ひとつ,磨 った0)ち使役 しない購いO

｢身価 (の最高額)以下での購い｣ とは,

買戻条件付の売買であって,(そG)契紬 二は)

売主 と保証人 とが要 る｡ もし (奴隷が)逃亡

し,失践 した時は, (買主はその奴隷の)読

主 と保証人を追及することができる｡

｢身価 (の最高額)での煩い｣ とは,(奴隷

の)身価いっぱいの価格で磨 うことであって,

保証人をたてないo売主は,奴隷の逃 亡,失

錠について責任を問われることがない｡

｢磨 ったのち使役 しない購い｣ とは,磨 っ

た後で買主が利子払いに切 り換えたり.また

奴隷のほうから利子払いを願い出たりなどし

て,買主が奴隷を使役 しないことを言う.』

以上の定義から,われわれは ｢sinthai奴

隷｣が,はっきりと二つのカテゴ リーに区分

けされていることを知る｡すなわち,(1)身価

の最高額より低い価格で煩われる奴 隷 と,(2)

身価の最高額いっぱいの価格で購われる奴隷

である｡ 前者を ｢khaifak奴隷｣, 後 者 を

｢khaikhat奴隷｣ と呼ぼう｡khaifakとは

買戻条件付売買の意味である｡売主は,つね

に売買の目的物である奴隷を買い戻す権利を

留保 している｡ これに対 して khaikhatは

永代的売買である｡ 売主は khaikhatした

奴隷の行為について何 ら責任を問われること

がない｡17)
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2. khaifakすなわち買戻条件付 売買は,

売買の-形式ではあるが,khai(売)の中心

的内容をなすべき財産権の移動は,ここでは

不完全にしか行なわれない｡｢kllaifak奴隷｣

は,いぜん として ｢売主に 属 す る人 (phu

khonthan)｣と呼ばれるのである｡18)奴隷の

所有権は買主のものとはならず,奴隷の身柄

は一時的に預けられるにすぎない｡経済的効

果についてみるならば,khaifakは,売買と

いうよりはむ しろ質に近い｡khaifak奴隷

の労働は ｢売価｣,換言すれば ｢貸金｣の利子

とみなされる｡ したがって khaifak奴隷が

買主 (naingoen｢金主｣と呼ばれる) の家

で働かない場合があれば,利子の支払いが要

求されるOこれが上述の ｢購って使役 しないJ

奴隷一利子払奴隷 (thatphukdok)である.

khaifak奴隷は,簡便な 金融手段として

広範囲に行なわれた制度である｡タイの奴隷

を ｢回頗｣の可能不可能の別にもとづいて,

redeemable slave と irredeemable slave

に分け, khaifak奴隷を前者 とすることが

あるが19),この分類は khaifak奴隷の本質

を見誤まらせるおそれがある｡なぜならば,

khaifak奴隷の金主-の 隷属は売買の目的

ではな く,債務支払の担保であり,金利確保

という手段的意味 しか有 していないからであ

る｡khaifak奴隷は,khaifak という,一

種の債務契約の結果として発生するものであ

って,金融の一方式にすぎないという点を忘

れてはならない｡タイの奴隷の大部分を占め

たこの khaifak奴隷について報告 した欧米

人が,しばしば slaveという語の使用に抵

抗を感 じているというのも khaifak奴隷の

本質から見れば当然のことと言えよう｡20)

3. ｢khaifak 奴隷｣が,｢thaikhrung

thatkhrung(半 自由人 ･半奴隷)｣21)と呼ば

れ,金主の権限が大幅に制限されているのに

対 し,｢khaikhat奴隷｣ に対する主人の権

限は絶大である｡ ｢khaikhat奴隷｣は,主
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人の ｢物｣であり,象,馬,午,水牛,家屋,

田畑などと並んで,主人の財産の中に数えら

れる｡主人は,殺すこと以外のあらゆる権限

を ｢khaikhat奴隷｣に対 し行使できた｡な

ぜならば｢奴隷は金主の権限の下にある(LJu
LlらI A
討n凱Lnu7肌川)｣からである｡22)

Bowringは, ｢khaikhat奴隷｣の大半

が,両親によって売られた未婚の女子であっ

て, その数は少なかっ たと報告 している｡

｢khaikhat奴隷｣は,売主が保証人を立て

る必要が なかったので, 売 られた 奴隷の手島

は,機会をうかがっては逃亡 した,という｡23)

khaikhat奴隷は,後にはまった く消滅 して

しまった｡24)

4. khaifak と khaikhatとを区別する

指標は, ｢売買｣の価格が,その奴隷の ｢身

価｣の全額であるが,それ以下 (基本的には

車額)であるかという点にある｡この場合,

｢身価｣とは,次節にのべる法定身価の最高

額を意味するものであって,男子については

14タムル ン (-56バーツ),女子については12

タムル ン (-48バーツ)と定められていたo

V Lukthat:子奴隷

1. 奴隷の子は,原則として,親奴隷の主

人の所有に属する｡おそらくは家畜の生んだ

子が,その家畜の持主の所有となることの類

推であろう｡ 奴隷の子は, つねに lukthat

∂nm甜(子奴隷) と呼ばれ, thatとも kha
V
とも呼ばれることはない｡

上述 した sinthai奴隷の場合には, 金主

(-買主)が売主に支払 う金額,別言すれば,

売主がその奴隷を購うときに金主に弁済すべ

き金額は金主 と売主との間の取 り決めによっ

て,決定される｡その額が法定身価の最高額

に達するか, それ 以下で あるかに よって,

khaikh-at奴隷と khaifak奴隷の区分が発

生 したことは上述のとおりである｡ これに対

して lukthatは,出生の瞬間から死に至る
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表 1 ≪phrommasak≫による男子の身価

年 令 価格庫 令価格し年 令価格律 令価格

1-3 て6
4-6;8

10-llLl?

42
5

6

7

8

44

9

0

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

山

4

4

5

6

7

8

9

0

‥

1

2

8 4

55
j

5

2

3

7

8

5

5

5

6

6

6

1

7

8

9

6

6

6

81

82

83

84

8

5

才才

6

6789088889

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

1

単位
.･バーツ

まで｢賠償金定率法(phraayakanProm-

masak附留
7
かむ∩7㌢附3J前宗)｣25,に定められ

た
,
男女･年齢別の｢人命賠償金(wergeld)｣

が
,
それぞれlukthatの身価(khatua
l色.ノFn阿つ)として適用される｡

したがって1uk

thatを回磨しようとする者は,
この表に定

められた身価を
,
かれの年齢性別にしたがっ

てその主人すなわち所有者に支払わなければ

ならない｡この点が
,
lukthatとthatsin

表 2 ≪Phrommasak≫による女子 の身価

年 令 価格庭 令価格.年 令庵格年 令厄格

才

4

5

6

7

8

9

10

1234511111

6

7

8

9

0

1

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

1

6

20

24

2

3"

L40

0

4

67890

33334

1

2

3

4

5

一

6

7

8

9

0

1

52
53
54

5

5

56
57
58
59
60

61

6

2

63

6

4

6
5

一67

一66

8

9

0

6

6

7

3

1

2

7

7

6

1

2

3

4

5

8

8

8

8

8

6

8

4

2

4

7

8

9

0

8

8

8

9

1

9

6

日H

2

3
4

5

9

9

9

9

CO

9

0

9

9

0

1

0
1

3
4

5

7

7

7

6

7

7

7

8

9

7

7

8

単位:バ-ツ

thaiとの違いであって1ukthatが特別の

カテゴリーとして取り扱われる理由である｡
表1
,
2はlukthatの男女･年齢
別身価

表である｡
これによると
,
男子の身価はつね

に女子の身価より高く
,
最高額において8バ

ーツの開きが見られる｡
男子は26-40才で最

高額に達し14タムルン(-56バーツ),
女手は

21-30才が最高で12タムルン(-二48バ-ツ)

となっている｡
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2. Inkthatは,父母の 身分, 出生の場

所等の条件によって,異なった取扱いをうけ

る｡基本原則は,(1)奴隷の子は母方の身分に

規定 される,(2)出生 した 子が 自動的に luk

thatとなるのほ,母が khaikhat奴隷であ

る場合にかざる,という2点である｡以下,

各種の事例について検討 しよう｡

3. 両親が共に khaikhat奴隷であれば,

その子は lukthatとして主人の所有となる

ことは言 うまでもないが,この場合,両親の

属する主人が別人であるときには,母方の主

人が子の所有権を得る｡ ｢あたかも放たれた

牛の子がすべて,雌牛の主人の物となるよう

に｡｣26)

自由人の男が,第 3者に属する khaikhat

奴隷 と私通 して出生 した子は,母方の主人に

属する｡主人は,その男に対 し,奴隷の妊娠

によって主人の蒙 った損失の補償を要求する

権利をもたない｡

自由人の男が,khaikhat奴隷を妻 として

要る時には,一般にその女奴隷を購 って自由

人の身分としてから結婚するので,子の帰属

の問題は発生 しないのが普通である｡ しか し,

自由人の男が,主人の同意を得て女奴隷 と同

棲 しているうちにもうけた子,あるいは婚姻

関係を保ったままで,自由人である妻を奴隷

として第 3者に売 りその間に出生 した子は,

奴隷である母方の主人に属する｡

khaifak奴隷を母 として 出生 した子は,

母の売買価格が法定価格の半額を越えないか

ぎり,母方の主人に属することはない｡主人

は,たかだか,母奴隷の妊娠中の労働不能に
IIJ

対する補償金 (khapuaikan戸)7uつymF)を要

求できるにとどまる (｢奴隷法｣74)0

Ⅵ Chaloei:捕 虜 奴 隷

1. さきに述べた奴隷の伝統的 7区分のう

ち,相続による財産権の承継,贈与による財

産権の移転によって獲得 された奴隷,および
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｢飢鐘の時,扶養 して奴隷とした者｣は,そ

れ自体ではなんら特別のカテゴ リーを成すも

のでないのでここでは取 り上げない｡ ｢司法

奴隷｣については, ｢官有奴隷｣の節で 触れ

ることとし,最後に のこった ｢捕 虜 奴 隷｣

(thatchaloeim刑部討yあ る い は 簡 単 に

chaloeiL町かy とも言 う)についてのべようQ

2. ｢反逆法 phraayakan Atchayaluang

附影了かyn7T∂7y771aWJ70は, 戦場で捕獲 した

｢象,局,人 (phukhon),武器,財貨｣が,

すべて国王に属するものであって,これらを

みだりに処分するときは,斬首,財産没収を

含む重刑に処せ られる旨さだめている｡cha-

loeiとされるのは 戦闘員にかぎらず, 占領

地の全住民が 投致 され, 強制的に 移住せ し

められた｡ こうした 強制移住は kan kwat
L/

khruamTnつ751F77つ と呼ばれる. こうした 強

制移住の目的は,(I)戦争によって不足をきた

した自国労働力の補充,(2)相手国から労働力

を奪 ってその潜在的戦争能力を低下せ しめる,

(3)論功行賞として自軍の将兵に配分すること

などにあったものと考えられる｡27)

chaloeiにかんする ｢三印法典｣ の記載は

あまりに断片的にすぎ,それのみによって捕

虜奴隷の実態をうかがうことはできない｡

DelaLoubとre(1693)は, 奴隷発生の原

因のひとつとして,戦争による捕虜をあげて

いるが,この記述は17世紀末における捕虜奴

隷の 存在を 証拠立てる ものと見 られよう｡

chaloeiの取扱いは必ず しも苛酷なものでは

なかったらしい｡法典によれば,主人の中に

は chaloeiの子を僧籍に入れ,就学の機会を

与えた者 もあったという｡28' Pallegoixが,

国王は,都へ泣致 された chaloeiに対 し,米,

金銭,住居の建築資材を与えてその定住をた

すけ,chaloeiたちは, 定着後,頭領を互選

して秩序ある生活を送 り,やがてタイ人 とか

わらぬ利益を享受するようになった,とのべ

ているのも chaloeiの実態を反映するものと
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して興味深い029)

Bowringは,1857年当時,タイに強制移住

させ られていた chaloeiの人口をつぎのよう

に推定 している｡

表 3 Bowring(1857)の推定による
chaloei人口数

Malay
CochinChinese

Peguans
Laos

Burmese(戦闘員のみ)

計

5,000人

10,000人

10,DOO人

20,000人

1,000人

46,000人

J.Bowring,ThekingdomandPeoPte
ofSiam,vol.I.London,1857.

3. chaloeiの大半は国王に直属 した｡ 功

績のあった王族 ･貴族等に配分された場合で

も, それはつねに baucllauChiwit(Bowr1-

mg1857),khonluang(Bastian1867)すな

わち ｢国王の僕｣と呼ばれた｡ Bowring に

よれば,マライ人 とモーン人は水夫 として用

いられ,月 8バーツの手当を受け,船長にな

れば20-30バ-ツを与えられていたという.

コーチシナ人 とラオ人,およびマライ人,モ

- ン人の一部は兵卒として用いられ,年 3カ

月の勤務期間中には,月 4バ-ツの給与のほ

か,米の支給を受けた｡ これ らの諸民族の中

でもマライ人 とコーチシナ人は,廉直のほま

れが高かった｡ chaloeiは集団的に居住 して

お り,アユタヤのマライ人 コロニー,バクラ

ットの モーン人 コロニーなどが 知 られてい

る｡30)

chaloeiは,khaikhat奴隷 と同 じく回唐

をみとめられていなかった｡かれ らは ｢苛酷

な待遇に耐えかねて,金を工面 し,(主人に)

身価を払 (って自由を頗)おうとしても,お

前は戦場で捕えられた chaloeiではないかと

いって,受け入れ られなかった｣のである｡31)

chaloeiに,自由を煩 う道がひらかれたの

は,ようや くラーマ 1世王 (1782-1809)の

治世に入 ってからのことであった｡32) この新

たな措置によって,これまでの閉鎖的な cha-

loei階級は次第に解体の方向へ と向かうこと

になったのである｡

4. 捕虜奴隷との関係で触れておかなけれ

ばならないのは,山地民奴隷である｡ ここで

山地民奴隷とは,ラオス,カンボジアの山岳

部に住む未開の kha族を略取 して 奴隷とし

たものを指す｡ JohnCrawfurdは,バ ンコ

クで散見 した kha族奴隷について 報告 して

いる(Crawfurd1828)｡この種の奴隷は cha-

1oeiとは呼ばれない.おそらくextra-1bgale

皮,特殊のカテゴ リ-を成すものとみなされ

ていたと思われるが,詳細は不明である｡33)

1Ⅶ 官有奴隷 と私有奴隷

さて,以上述べてきた各種の奴隷を,その

所有主が国家 (-国王)であるか,私人であ

るかによって 分類すれば, ｢私 有 奴 隷｣と

｢官有奴隷｣の二つのカテゴ リーをもうける

ことができる｡ 前 者に属するのは二種の sin

thai奴隷 と 1ukthatすなゎち奴隷の ｣′で あ

る.後者は thatluangm訂閃銅Jと呼ばれ ,

f冊iT]-で述べた chaloeiの大半がこれに属する

ほか,裁判の結果として奴隷にされたいわゆ

る ｢司法奴隷｣が含まれるO ｢"r]]法奴隷｣の

内容は多岐にわたり,債務支払不能 となった

債務者またはその保証人で,裁判の結果,奴

隷 として最高値入札者に売 られた者,同 じく

債務者に引き渡 された者, 刑 罰のひとつとし

て奴隷に売 られ,その売上代金が国家に帰属

する者,訴訟事件に敗訴 し,原告に対 し揖告

賠償を命 じられたが,履行不能 となり,奴隷

とされた者,何 らかの理由によって体刑もし

くは罰金刑に処せ られた者を,第三者が腰罪

金を支払ってその罰を煩い,自分の奴隷とし

た者,などを含む｡34)
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Ⅷ Khaphra:寺院奴隷

chaloeiと司法奴隷の一部は,寺院に寄進さ

れ,寺院領の田畑の耕作にあたった｡ この種
i,/

の奴隷を khaphra 6u7抑3'影 と呼 ぶ｡ kha

phra の身分は世襲され, 19世紀初頭まで回

腰がみとめられなかったので,khaphraは一

種のカス トを形成 していた｡khaphraの生

活は,僧侶を支持するための農業労働を主 と

し,重労働は少な く,む しろ他の奴隷よりも

楽であったと見 られるが,その地位はきわめ

て低 く,人 々から厭われていた｡35)

Ⅸ 輸 入 奴 隷

以上の奴隷のほか,これ らとはまった くカ

テゴ リーを異にする異民族の輸入奴隷がある

ことを指摘 しておきたい｡｢奴隷法｣10,およ

び52にいうところの ｢ジャンクの船上から救
I (LノC

った (-購入 した)｣奴隷 甘つEJ3nLLのn那打7LJ77
がそれである｡タイに奴隷が,いつ頃から,

どのような形で輸入 され,それが何に使役 さ

れていたかについての研究は,現在まで行な

れわていないが,1822年,タイを訪れた英国人

JohnCrawfurd,ジャワ島のサマランで,中

国のジャンクに略取され,タイ人に奴隷 とし

(1) 私 有 奴 隷-

(2) 官 有 奴 隷-

(3) 特 殊 奴 隷-
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て売 られた若いジャワ人の男女13名について

言及 し, ｢シャム国政府はこの不届きな慣行

を奨励 しているのである｡聞けば,近年 400

人以上 もの中国人が,同国人の手で誘拐され,

シャムへ連れてこられ,奴隷として売 られて

いると言 う｡｣と報告 している｡ Crawfurd

は同一の報告の中で,タイの高官の家で見か

けた 5人の若いアフ リカのニグロについて述

べている36)のは貴重な証言である｡
●●■●●●●●●■

｢奴隷法｣10に, ｢ジャンクの船上から救

った (奴隷) と同じように,奴隷の主人は絶

対権を もつ (3品 別品 q2J7117削閃314au7品 1比蒜

か露1Lm｣(傍点筆者)とあるところから見て,

かれらは回腰をみとめられず,主人の絶対権

に服 して使役される奴隷であったと推定 され

る｡ この種の奴隷は,sin thai奴隷とも,

lukthatとも,chaloeiとも異なった特別の,

extra-1egaleなカテゴ リーを形成 していたも

のであろう｡37)

む す び

1. 以上,20世紀の初頭までタイに存続 し

た各種の奴隷について略述 してきたが,これ

を図に示せば,つぎのように整理できるであ

ろう｡

rkhaiTak奴隷
｢sinthai奴隷 十 一phukdok奴隷

t 1-khaikhat奴隷

l-thatluang
rr

-khaphra(寺院奴隷)一

一輸 入 奴 隷

-kha嬢 (山地民奴隷)
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2. これ らの奴隷は, しか しなが ら,その

重要度において,たがいに著 しい相異を示すO

その数において圧倒的な優勢を示すのは,(1)

の私有奴隷である｡ タイの奴隷が,人 口の宛

に達 すると 言われる とき, その 大半は sin

thai奴隷,とりわけ khaifak 奴隷 と 1uk

thatによって 占められていたと 見て差 し支

えなかろう｡khaifak奴隷, すなわち買戻

条件付で売買 された奴隷は,言葉をかえて言

えば,売主が金主つまり買主に対 して負 った

債務の抵当,および利子の代 りとして,金主

が これを占有する人質であった｡khaifak奴

隷は,タイの農民におけるもっとも普及 した

金融の-形式 とみなされていたといえよう｡

それならばタイの農民の｢[コに,このような多

数の負債者の群が発生 したのはいかなる理由

によるものであろうか｡多 くの著者は,ア ユ

タヤ朝末期か らラタナコーシン王朝にかけて

タイに導入 され,タイ政府の有力財源 として

隆盛を誇 った公認 トバク場が,タイ人の射幸

心を刺激 した結果であると主張する｡ しか し,

アユタヤ朝末期以降,金納化の傾向をたどっ

た corv6e制 と,村落 レベルでの農民支配に絶

大な権力を ふ るった munnai階級に よる農

民の搾取が,農家負債,ひいては奴隷の大量

発生の原因となったであろうと考えられ るが

この問題については,別 の機会に論ず ること

としたい｡

補 注

1) 旧制度下のタイの社会組織については,

つぎの文献が基本的である｡

Aymonier1901,Bastian1867,Bowring

1857,Crawfurd1828,DelaLoubere1693,

Dilock1907,Pallegoix1854,Wales1934.
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Jy抑 PT約 13JL粛uTIOJ耶 彰uF)T,刑.Fl.2471.

_7. ･,･'JT=Jl｡Ji冊 1〕即T777I,};lL;!､:.･.lHJJ7;:JIJI'77.1
7

( q qノ q q 0 qノq
冴3J別L関や懲7円 丁懲∩7im 1-r12糾FguP7㌢討1unyl3J

?
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rJF7郎つyJU7,m.FT.2505.pp.382-387.

3) たとえば, De la Loubere, p.77,

Pallegoixp.298.

4) 5701描 珊 lufmVpP.20-21.
†

5) 旧制 度下 における大顕官の官印である

勺/ (samuhanayokphraratchasimyqJUT7野甜関

田訂朔日 1日∩), phrakhochasi附 古内露 n/
†

(sam uhaka lahom 紺 ,7-日｢"〟),buakaeo

uu?unL'?(kosabodilny7uFld)
の 3種の印｡

6) ｢三印法典｣の R.Lingatによる厳密

な校定本は,1939年にバ ンコクのクマサー ト

大学か ら刊行された｡詳細は参考文献(lJを参
:!リノJ､【､ミo

/
7) F.LLかm7myV.FT.2478.pp.24-27.

PrinceDhaniNivat,"Thereconstruction

ofRamaIoftheChakriDynasty,りJ∫∫,

vol.XLHI,p.24.

8) Gervaise p.145 f.Dela Loubとre,

p.77.

9) 以下 ｢三印法典｣の引用はすべて Li-

ngat校定本の綴字にしたがう｡

10) 酉暦換算は PhiphatSukathit の計

算に基づ く｡ いずれ も Ch111amani暦 C.f.
q屯,/
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r

6,Lか封5, yV.R.2506(1963).

ll) Lingatの訳では,それぞれ "leses-

clavesquisontvenusaleurmaitredeses

pareetmere"および "lesesclavesquivi-

ennentdespとreetmとre''となっているo

c.f.Lingat1931,pp.294-296

12) 以下の節区分は,すべて Lingat校定

本にしたがう｡

13) Lingat1931,p.42f.

14) esclavesachet6S(Lingat),Gekauft

Sklaven(Dilock)
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15) 禦 紺 仰 流 露 ,m u7uinT訂∩9約 1臥

抑JqJUuF)5',M.FT.2474.p.144.

16) Ibid.,p.375.

17) ただし売却後 1カ月以内は,売主は責

任を問われた｡(｢奴隷法｣44)

18) ｢奴隷法｣5に,｢寛大使役 し,売主

に属する人に危害を加えてはならぬ｣ とある｡

19) たとえば Bowring 1857, Vol.1,

p.191.

20) CarlBock は, khaifak 奴隷を他

のカテゴリ-に属する奴隷 (slave)か ら区別

して slave-debtorと呼ぶ｡(CarlBock 1884,

p.159.)ErnestYoung は bondservantsと

いう訳語を用いている｡(ErnestYolユng1907,

p.127.)なお Bowring,p.194参照｡
色.ノ/=J

21) ｢婚姻法 節付OJ甜?L3JyJ47.

22) ｢奴隷法｣42.

23) Bowring p.191.

24) Dilock p.37.

25) プラ ドレ一本, ラーブ リ一本 では,
..′ g

KrommasaknT3J.Plnの となっている｡

:≦【:≦】
26) 7帽つせつ可mrHp707節かu7" p.31.

FIE国
27) 可57閃3nym討つ帽573J紺 iJの.yVIeu即,W.PT.

?
2505.p.347. c./l′句

28),附 甜御 柱閥阿22･ ｡9閃m u即 7別 封
5)つ寸と討3J4.p.290f.しか し主人によってはか

なり苛酷な取扱いを した者 もあることは注31

の引用か らもあきらかである｡

29) Pallegoix,vol.1,p.321.

30) Bowringpp.189-191.乞ノq･q
3n 附-uF7珊tytyの22･

32) Loc.cit.

33) Lingatp.45n.

34) Ibid.,pp.46-47.
qノ ELとヽ

35) DelaLouberep･117,yvT甜7甘ilWty阿
/ J ,

22.討1弛 53JL卵 Lか3J7. p.164,Walespp.

60-61.
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36) Crawfurdp.148.

37) Lingatp.45n.

参 考 文 献

1. 三印法典の諸刊本

三印法典には各種の刊本があるが,大別 し

て,(A)1849年に NaiMotAmatayakunに

よってはじめて 上梓された NaiMot本を底

本とする系統 と,(B)のちに発見 された ｢正

本｣｢副本｣ にもとづ く校定本の 2系統 とが

ある｡

(A)の史料価値が(B)におとることは,言

うまで もないが(A)本系統の諸刊本 も,今世

紀に入 って近代的法典が整備されるまで,久

しく法律実務家の典拠 として用いられてきた

ものであるだけに,数 々の特徴をそなえてお

り,今 日で もこれを無視することはできない｡

1) A本系統

a. ブラ ドレ-本 :

晶 目前 77LJL](･;･DLjjdmJjiW E-/til･･d]i"I
∫

2Lew nF朋71m 句.PT.1235(1873)
†

｡9卵割1yij蒜 Lか(プラ ドレ-法典) として も
っとも広 く普及 していた｡ 筆者は 小暦 1258

(1896)年の第10版を利用 した｡

b. ル ア ング ･ダム ロ ン本 :

関かつ品 TMmJ577(3Jq),

･9- 約品 影∩7- 柳 智明･qJの
1/q-q

I,晶H用 品J:.7LJ重 症 二流 JnミJt1 1

mm 3'.Lq.114(1895)
∫

本書の特徴は,上記のプラ ドレ一本の内容

全部に,現行の諸法令を加え,これ らを項 目

別に再排列 したもので,巻頭の内容 目次は,

各条文の内容を簡潔に示 し,検索にきわめて

有益である｡ 筆者は第 2版 5'･PT･i.16(1897)

を利用 した｡

C. ラ,-ブ リ親王本 : /(:斗 くJq q
n㌻3J卵3juy7町LIF削ぎ∩盲)yほ,

†

一一1178 ll-
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nDm 1u2 ほ訂 nl,朋抑m , 描 ･ 120
(1901)

ふつ う ∩9閃3n- 甘uぎ(ラ-ブ リ法典)と通†
称されているもの｡本 書二は, (1)タイ法曹タト

ブ リ親王が,簡潔ではあるが, 重要な内容を

もつ脚注を随所に 加えて いること,(2)当朽

廃 ILされていた条文が削除 され,廃 lI二年月 で_j

が明示 されていること,(3)三印法典以前 に作/

成 された未公刊の ∩か閃3J扉 晶 と nF揃 蒜
O .bJ
討7描丁可の 2編を 第 1巻の末尾に 収録 してい

ることU)3点が特徴として数え られるO筆者

は,第 1巻については初版 と同年に刊行され

た第 2刷,第 2巻については初版を利用 した｡

d. P.K.P.S.本

P.K.P.S.とは,Prachum KotmaiPra-

cham Sok(年次法律集成)の略で,1935年以
Ed 色ノ 6'

降 SathienLailak T.m.71.はt?i/1 ∂1EJ罰nyOl

らによって刊行され今日に及んでいるものを

指す｡三印法典はこの第 1運,第 2巻および

第 3巻の 1部を占 める｡

2) B本系統

l仁本 ･刊本 にもとづ く三印法典出版の試み

は, 1928年の, フランス人 Burnayによる

｢相続法｣(前沙Ojq/-ilF57∩)のテキス ト刊行には

じまる｡ 〔J.Burnay,"Textedelalo主La-

ksaPaMoradokd'apreslemanuscritVaji-

ran叩a."JournalofSiam Society (jSS),

ⅩⅩⅠト2,pp.117-151〕1930年,Burnayは,

R.Lingatと｣洞 して｢雑削 (前yoJ諭 詰 )

の校定本を上 梓 し 〔JeanBurnayetRobert

Lingat(ed.),I,oisSiamoises,Codede1805

A.D.XIV:Lollsdiuerses,texte.Bangkok,

(1930)〕,これを時を同 じうして LuangPradit

門銅 品 房抄題禦 ぎ折 主,phrathammasa痛′5
沙OJQJCJ的Fq/cj5汀 3J円1討myなど 7編cij印ilil-:本を刊日

A ,.;.･･lr::!Tl･･･:.･llIJ:････..･:,T∴ ･7こ･,･J:..::･r･:=･

7m… 1円1.附 純 郡 , 刑凧2473(1930))

1939年,R.Lingatoj努力によって,よう

や く,正本および副本を底本とする三i二田去典

全巻の厳密な校定本が作成 されバ ンコクひJク

マサー ト大J芋か らL封仮された｡ これによって

三印法典研究oj扉が研究者の前に大 き く聞 か

れることとなったのである｡

a. クマサ- 卜大学本
′

qノ qー q 6' cg
qqJ閃77nEnaU?懲7万J3'3JFn野田㌻比fJuqJnlTはIE7寸,

∴ tL,.･...骨 ････J･: 丁と･:･.i,.I;･:- ミr･血 lI.･

I-. { む

1166y/BJmfg)7Ni38･i]um討つJmy73p)つ､7.3

r
は3J.yJTuQju即.(1939)

本校定本は,現 存す る79帖uj rl:_),ド(司lt去省所

蔵本137帖,国 立図書館所蔵本42帖)を底本 と

し, 正本を欠 く部分(｢賠償金定率法｣と ｢奴

隷法｣につ′､､て..'=副本 :=よっている｡本 .黒土,

原本の忠実な復頂を目指 し,内容C/)みな らず

古 綴字をそのまま保存 しているので,言詔を史

家に も貴市な質料 となっている｡

b. クル サバ 一 本 :
/

t L.

か胴 ∩7FF77戸は 甜57 1 ,

ウヤ

･1二jj････J∴･J-I.II･･.･1-JJ･.- ･-･'･" i･J:こ:),,7･

W.FT.2505.(1962)

(a)のクマサー ト本は,入手酢雄となって

久 しかったが,ようや く1962年 ｢タイ語文叢

告｣のyJと-〕として,タイ文 雄省の外郭機関

である OngkankhaKhurusaphaか ら5冊本

として再刊 されlmL単に利用できるようになっ

た｡ しか し本宮 は同 ｢叢告｣の性格上,学井-_I

一般知識人を対象 としている･Jjで,タ7サ-

ト本の特徴である皿持主(異本 とuj校合)が,ま

った く削除 されてしまっているのが情しまれ

る｡

2. 奴 隷 法

･1.:!･;17JJ･.･･･二]･:,,)･lA･JIr-･･･.:･/,･'::.･･;ト･･!l:;I
I

r 亡タ
t罰3J門uJnS朋?川 り(句.PT.)1242.104p.

†
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SamuelJ.Smith(tr.)Siamesedome-

sticinstitutions.Oldandnewlaws

onslavery.Bangkok,1880.64p.

この 2冊は合本で出版されている｡三印法

典中の ｢奴隷法｣その他の関係法令と,1874

年の ｢奴隷廃止｣措置に関連して公布された

法令を含む｡Smithの英訳は多 くの問題を含

んでおり,そのまま利用することは危険であ

る｡｢奴隷法｣の翻訳としては,つぎの Lingat

による仏訳のほうがよい｡

"Loissurlesesclaves"in R.Lingat,

L'esclavagePrivddamslevieuxdroitsia-

mois.Paris,1931.pp.2931358.

3. タイ語文献
○
の7mざ1町7Ll377恥 ∩5'3JyVT./U

l

前脚 Jepm言.J..1.可7lW7J7uLI:,l舶 u･IIJIIlT,r･,r"m lJ

抑TyqJu即′,M.Jq.2471(1928).

q 0
uT何7,nT3JmT.JQJEJ715nT門,nT3J抑JVqJ

6/ i ,
訂,甜u甜肌卵 t紺 7(沌 ad n,論 即 紺 1)

??

州T<,qJuF)T,附.飢 2505(1962).

qノ ⊂寸 亡可

UT別a,51.日.

一 句 4,/
anWT75157uPT3'1m 附JGUq,uF)訂, 凡打.1873.

(Englishtitle:DictionaryoftheSia-

meselanguage.Dr.B.Bradley)
/

比討マ∩7卵,㌻.

/
: I:I-/-~=-:I,:I-:;-:-I:L･-二 - - 丁-
2J H eJ
W∂Pm3JLu別のu附qq,u即 , yV.FT.2478(1935).

{'
比iWn7の,5'.

J晶 H･,(i.l."tD/- ∫I･"J(i,DI,JIJ･lfJL,,1･.7･.LJ,
q_′
叩q!… 紬 u附,M･Fl･2480(1937)･

eHJ / 4/ 勺 r )

yvyvm7JL. 附 6uy7qFT,HmJuulJとtm仰 紺 nn 町"

1 ?

pTqaJ7nF,露 7,品 1.M .2506(1963).
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